
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域リハビリテーション支援拠点 

高齢者やその家族のニーズに応じた質の高い相談支援を行うことができるよう、地域リハビリ 

テーション支援拠点を設置し、医療機関及び介護サービス事業所等の協力を得て、リハビリテー 

ションに関する相談支援や支援者の育成・活用等に取り組むとともに、リハビリテーション関係者

の連携強化を図ることで、本人・家族を中心とした重層的な支援の輪を広げていくもの。 

地域リハビリテーション支援拠点の設置について 

                                ≪リハビリテーション相談支援事業≫ 

                             ※R2 年度よりモデル事業から本実施へ移行 

リハビリテーションに関する専門相談窓口の設置し、ケアマネジャーや介護サービス事業所等

の従事者に対して相談対応を実施する。上記相談者からの依頼に応じて、相談者と共に在宅訪

問を行い、心身機能の評価や環境調整等、自立支援に資する具体的な助言等を行う。 

リハビリテーションに関する相談支援 

 相談者のケアマネジメント力の向上及び利用者の自立支援を促進 

保健福祉局地域リハビリテーション推進課 

その人らしい暮らしの実現に向けた支援ができる人材の育成・活用 

             ≪地域リハビリテーション連携推進事業・地域ケア会議推進事業の一部≫ 

地域ケア個別会議のアドバイザーや地域で行う研修会の講師等に派遣できるよう、その人らし

い暮らしの実現や生活の質の向上に向けた支援ができる専門職を育成し、登録・派遣できるしく

みをつくる。 

 専門職が地域の中で活動できる環境づくり 

リハビリテーション関係者のネットワークづくり 
                                          ≪地域リハビリテーション連携推進事業≫ 

                                                    区リハビリテーション連絡協議会の設置・運営支援 

医療・介護等の従事者が顔の見える関係を築き、リハビリテーションの立場から地域の中で 

連携・協働できるよう、多職種間（リハ専門職、ケアマネジャー、栄養士、歯科衛生士等）のネット

ワークづくりを全市的に進める。 

 医療・介護等の従事者が地域の中で連携・協働できる環境づくりを全市的に推進 

地域における介護予防の取組の機能強化 
                          ≪地域リハビリテーション活動支援事業≫ 

住民主体の通いの場にリハ専門職等が出向き、一人ひとりに適した運動方法等を助言・提案

することで、地域活動がさらに効果的なものとなるよう支援を行う。 

 住民主体の通いの場の取組を一層推進 

 地域における介護予防事業の一体的実施により、事業間の連携を図り、効果的かつ 

効率的に事業を実施 

地域包括ケアシステム 及び 介護予防の充実･強化へ貢献 

市内２ヵ所程度、令和３年度より実施予定 
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